
議
案
第
96
号

　

白
河
市
債
権
管
理
条
例

議
案
第
106
号

　

令
和
元
年
度
白
河
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

総
務
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案

の
審
査
経
過
と
結
果
に
つ
い
て
、
主
な
も

の
を
報
告
し
ま
す
。

委員会Ｐｉｃｋ　ＵＰ
　

債
権
管
理
に
関
す
る
関
係
法
令
の
一
覧

化
、
市
内
部
で
保
有
す
る
債
権
管
理
情
報

の
共
有
化
、
回
収
不
能
と
判
断
さ
れ
る
債

権
整
理
の
円
滑
化
を
図
り
、
市
が
保
有
す

る
債
権
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
管
理
を
推

進
す
る
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る

も
の
で
す
。

別
の
法
令
に
根
拠
規
定
が
な
く
、
民
事
訴

訟
法
に
基
づ
い
て
裁
判
所
に
強
制
執
行
の

申
し
立
て
を
行
う
こ
と
で
回
収
で
き
る
債

権
で
あ
り
、
主
な
も
の
と
し
て
農
業
集
落

排
水
使
用
料
な
ど
で
あ
る
。

総

務

常

任

委

員

会

　

公
債
権
の
内
容
に
つ
い
て

　

公
債
権
は
、「
強
制
徴
収
公
債
権
」

と「
非
強
制
徴
収
公
債
権
」に
分
類
さ

れ
る
。「
強
制
徴
収
公
債
権
」は
、
地

方
税
法
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
で
あ
り
、

主
な
も
の
と
し
て
保
育
園
保
育
料
な

ど
で
あ
る
。

　

「
非
強
制
徴
収
公
債
権
」は
、
個

　

市
民
会
館
跡
地
利
用
計
画
策
定
委

員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

　

具
体
的
な
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、

今
後
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、

現
時
点
で
は
、
健
康
や
生
き
が
い
づ

く
り
な
ど
の
機
能
の
導
入
を
考
え
て

い
る
た
め
、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
団

体
な
ど
か
ら
人
選
を
行
い
、
10
か
ら

15
名
程
度
で
委
員
会
を
設
置
し
て
い

き
た
い
。

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

●
こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た
。

●
こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
議
案
は
、
い
ず
れ
も
原
案
の

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
議
案
は
、
い
ず
れ
も
原
案
の

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
等
の
一
部
改

正
に
よ
り
、
住
民
票
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
等
へ
の
旧
氏
（
旧
姓
）
の
併
記
が
可

能
と
な
り
、
こ
れ
を
引
用
す
る
国
の
印
鑑

登
録
証
明
事
務
処
理
要
領
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
準
じ
て
定
め
る
当
該

条
項
の
関
係
条
文
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

な
る
。

市
民
産
業
常
任
委
員
会

議
案
第
99
号

　

白
河
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

議
案
第
106
号

　

令
和
元
年
度
白
河
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

市
民
産
業
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

議
案
の
審
査
経
過
と
結
果
に
つ
い
て
、
主

な
も
の
を
報
告
し
ま
す
。

　

外
国
人
が
離
婚
し
た
場
合
、
本
条

例
が
適
用
さ
れ
る
と
、
旧
氏
と
通
称

名
の
選
択
は
ど
う
な
る
の
か

　

旧
氏
の
使
用
に
は
戸
籍
謄
本
の
添

付
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
外
国

人
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
日
本
人
の
み

が
対
象
と
な
る
た
め
、
外
国
人
は
通

称
名
を
継
続
し
て
使
用
す
る
こ
と
に

　

人
・
農
地
プ
ラ
ン
作
成
事
業
で
ア

ン
ケ
ー
ト
の
内
容
及
び
プ
ラ
ン
策
定

に
つ
い
て

　

ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
っ
て
将
来
的
な

農
業
経
営
の
考
え
方
や
後
継
者
の
確

保
な
ど
の
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も

に
、
現
状
の
土
地
利
用
等
を
図
面
化

し
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
地
域

内
で
話
し
合
い
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン

を
作
成
し
、
担
い
手
へ
の
農
地
集
積

を
加
速
さ
せ
て
い
く
。

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

●
こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た
。

●
こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た
。
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教

育

福

祉

常

任

委

員

会

議
案
第
109
号

　

令
和
元
年
度
白
河
市
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

議
案
第
106
号

　

令
和
元
年
度
白
河
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

教
育
福
祉
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

議
案
の
審
査
経
過
と
結
果
に
つ
い
て
、
主

な
も
の
を
報
告
し
ま
す
。

　

介
護
給
付
費
準
備
基
金
の
積
立
金

は
ど
う
い
う
見
通
し
で
積
立
を
し
た

の
か

　

平
成
30
年
度
か
ら
３
年
間
を
計
画

期
間
と
す
る
第
７
期
計
画
に
お
い
て
、

計
画
の
初
年
度
で
あ
る
た
め
の
繰
越

が
生
じ
た
も
の
で
、
今
後
、
介
護
給

付
金
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
な
か
で
、

今
回
の
積
立
も
含
め
、
基
金
を
取
り

崩
し
対
応
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

一
般
家
庭
平
均
の
消
費
税
改
定
の

影
響
額
は
ど
の
く
ら
い
か

　

基
本
料
金
、
水
量
料
金
と
も
に
２

％
増
額
と
な
る
の
で
、
一
般
家
庭
の

水
道
料
金
が
２
カ
月
で
１
万
円
の
場

合
、
200
円
増
額
と
な
る
。

　

来
て
し
ら
か
わ
住
宅
取
得
支
援
事

業
補
助
金
に
つ
い
て
件
数
が
３
倍
に

増
え
て
い
る
が
、
県
内
外
か
ら
き
て

い
る
の
か
、
そ
の
実
態
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か

　

今
年
度
、
こ
の
支
援
事
業
を
利
用

し
て
、
こ
れ
ま
で
県
内
か
ら
９
世
帯

29
名
、
県
外
か
ら
３
世
帯
６
名
、
合

計
で
12
世
帯
35
名
が
移
住
し
て
お
り
、

最
終
的
に
は
40
世
帯
の
移
住
が
見
込

ま
れ
る
。

　

学
校
施
設
等
老
朽
化
診
断
調
査
の

調
査
項
目
に
つ
い
て

　

学
校
施
設
の
屋
根
屋
上
、
外
装
、

内
装
、
電
気
設
備
、
機
械
設
備
の
５

項
目
で
、
市
内
小
中
学
校
23
校
の
長

寿
命
化
計
画
策
定
の
た
め
の
調
査
で

あ
る
。

　

後
期
高
齢
者
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
交

付
金
に
つ
い
て

　

市
町
村
の
事
業
を
点
数
化
し
交
付

金
を
い
た
だ
く
事
業
で
あ
る
。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

ＱＱ

Ａ

Ａ

Ａ

ＡＡ

●
こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た
。

●
こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た
。

●
こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た
。

●
こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
議
案
は
、
い
ず
れ
も
原
案
の

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
議
案
は
、
い
ず
れ
も
原
案
の

と
お
り
認
定
及
び
可
決
し
ま
し
た

建

設

水

道

常

任

委

員

会

議
案
第
103
号

　

白
河
市
水
道
事
業
給
水
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
106
号

　

令
和
元
年
度
白
河
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

建
設
水
道
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

議
案
の
審
査
経
過
と
結
果
に
つ
い
て
、
主

な
も
の
を
報
告
し
ま
す
。

　

消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

よ
り
、
令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら
消
費
税

率
が
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
水
道
料
金
等
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。
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